
�愛媛県告示第２１号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第５条第１項の規定に基づき、

平成２１年１２月２８日、東予地域森林計画を立てた。

東予地域森林計画に係る地域森林計画書及び森林計画図は、東予

地方局産業経済部森林林業課において公衆の縦覧に供する。

平成２２年１月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行
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�愛媛県告示第２２号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第５条第４項の規定に基づき、

平成２１年１２月２８日、今治松山地域森林計画を変更した。

今治松山地域森林計画の変更に係る地域森林計画書及び森林計画

図は、東予地方局産業経済部今治支局森林林業課及び中予地方局産

業経済部森林林業課において公衆の縦覧に供する。

平成２２年１月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行
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�愛媛県告示第２３号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第５条第４項の規定に基づき、

平成２１年１２月２８日、南予地域森林計画を変更した。

南予地域森林計画の変更に係る地域森林計画書及び森林計画図は、

南予地方局産業経済部森林林業課において公衆の縦覧に供する。

平成２２年１月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行
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�愛媛県告示第２４号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第５条第４項の規定に基づき、

平成２１年１２月２８日、肱川地域森林計画を変更した。

肱川地域森林計画の変更に係る地域森林計画書及び森林計画図は、

南予地方局産業経済部八幡浜支局森林林業課において公衆の縦覧に

供する。

平成２２年１月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行
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�愛媛県告示第２５号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第５条第４項の規定に基づき、

平成２１年１２月２８日、中予山岳地域森林計画を変更した。

中予山岳地域森林計画の変更に係る地域森林計画書及び森林計画

図は、中予地方局産業経済部久万高原森林林業課において公衆の縦

覧に供する。

平成２２年１月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行
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�愛媛県告示第２６号
愛媛県漁業調整規則（昭和４３年愛媛県規則第２２号）第８条第２項

（同規則第２１条第３項において準用する場合を含む。）の規定に基

づき、瀬戸内海を操業区域とする小型機船底びき網漁業の許可又は

起業の認可を申請すべき期間を次のように定める。

平成２２年１月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

許可又は起業の認可を申請すべき期間

平成２２年１月１２日から１月２５日まで

�愛媛県告示第２７号
河川法（昭和３９年法律第１６７号）第１７条第１項の規定により、堤防と道路との兼用工作物の管理の方法について、次のとおり協議が成立

した。

その関係図書は、愛媛県庁及び東予地方局建設部に備え置いて縦覧に供する。

平成２２年１月１２日

愛媛県東予地方局長 佐 伯 隆 志

１ 河川の名称、河川管理施設の名称又は種類、河川管理施設の位置並びに管理を行う者の氏名及び住所

発 行 愛 媛 県
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訓 令
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２ 管理の内容

� 道路専用施設［路面（路盤までの部分を含む。）、路肩、道路の附属物その他の専ら道路の管理上必要な施設又は工作物で、図面に着

色したものをいう。以下同じ。］の新設（道路の附属物に係るものに限る。）、改築、維持又は修繕

� 路肩に接する法面で、当該路肩から法長１ｍまでの範囲内にあるもので図面に着色した区域内のものについての維持

� 原則として道路専用施設に係る災害復旧

３ 管理の期間

平成２１年１２月１８日から道路の存続する日まで

�愛媛県告示第２８号
河川法（昭和３９年法律第１６７号）第１７条第１項の規定により、堤防と道路との兼用工作物の管理の方法について、次のとおり協議が成立

した。

その関係図書は、愛媛県庁及び東予地方局建設部に備え置いて縦覧に供する。

平成２２年１月１２日

愛媛県東予地方局長 佐 伯 隆 志

１ 河川の名称、河川管理施設の名称又は種類、河川管理施設の位置並びに管理を行う者の氏名及び住所

２ 管理の内容

� 道路専用施設［路面（路盤までの部分を含む。）、路肩、道路の附属物その他の専ら道路の管理上必要な施設又は工作物で、図面に着

色したものをいう。以下同じ。］の新設（道路の附属物に係るものに限る。）、改築、維持又は修繕

� 路肩に接する法面で、当該路肩から法長１ｍまでの範囲内にあるもので図面に着色した区域内のものについての維持

� 原則として道路専用施設に係る災害復旧

３ 管理の期間

平成２１年１２月１８日から道路の存続する日まで

�愛媛県告示第２９号
河川法（昭和３９年法律第１６７号）第１７条第１項の規定により、堤防と道路との兼用工作物の管理の方法について、次のとおり協議が成立

した。

その関係図書は、愛媛県庁及び東予地方局建設部に備え置いて縦覧に供する。

平成２２年１月１２日

愛媛県東予地方局長 佐 伯 隆 志

１ 河川の名称、河川管理施設の名称又は種類、河川管理施設の位置並びに管理を行う者の氏名及び住所

２ 管理の内容

� 道路専用施設［路面（路盤までの部分を含む。）、路肩、道路の附属物その他の専ら道路の管理上必要な施設又は工作物で、図面に着

色したものをいう。以下同じ。］の新設（道路の附属物に係るものに限る。）、改築、維持又は修繕

� 路肩に接する法面で、当該路肩から法長１ｍまでの範囲内にあるもので図面に着色した区域内のものについての維持

� 原則として道路専用施設に係る災害復旧

３ 管理の期間

平成２１年１２月１８日から道路の存続する日まで

河 川 の 名 称 河川管理施設の
名称又は種類 河 川 管 理 施 設 の 位 置 管理を行う者の氏名及び住所

二級河川
尻無川水系
尻無川

尻無川
右岸堤防 新居浜市坂井町一丁目１番１地先～同市坂井町一丁目５４１４番８地先

道路管理者 新居浜市
新居浜市一宮町一丁目５番１
号

河 川 の 名 称 河川管理施設の
名称又は種類 河 川 管 理 施 設 の 位 置 管理を行う者の氏名及び住所

二級河川
尻無川水系
尻無川

尻無川
左岸堤防 新居浜市土橋二丁目１４５１番５地先～同市土橋二丁目２６８３番２地先

道路管理者 新居浜市
新居浜市一宮町一丁目５番１
号

河 川 の 名 称 河川管理施設の
名称又は種類 河 川 管 理 施 設 の 位 置 管理を行う者の氏名及び住所

二級河川
尻無川水系
尻無川

尻無川
右岸堤防 新居浜市西泉町８３８番１２地先～同市西連寺町一丁目９５９番１９地先

道路管理者 新居浜市
新居浜市一宮町一丁目５番１
号
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�愛媛県告示第３０号
河川法（昭和３９年法律第１６７号）第１７条第１項の規定により、堤防と道路との兼用工作物の管理の方法について、次のとおり協議が成立

した。

その関係図書は、愛媛県庁及び東予地方局建設部に備え置いて縦覧に供する。

平成２２年１月１２日

愛媛県東予地方局長 佐 伯 隆 志

１ 河川の名称、河川管理施設の名称又は種類、河川管理施設の位置並びに管理を行う者の氏名及び住所

２ 管理の内容

� 道路専用施設［路面（路盤までの部分を含む。）、路肩、道路の附属物その他の専ら道路の管理上必要な施設又は工作物で、図面に着

色したものをいう。以下同じ。］の新設（道路の附属物に係るものに限る。）、改築、維持又は修繕

� 路肩に接する法面で、当該路肩から法長１ｍまでの範囲内にあるもので図面に着色した区域内のものについての維持

� 原則として道路専用施設に係る災害復旧

３ 管理の期間

平成２１年１２月１８日から道路の存続する日まで

�愛媛県告示第３１号
河川法（昭和３９年法律第１６７号）第１７条第１項の規定により、堤防と道路との兼用工作物の管理の方法について、次のとおり協議が成立

した。

その関係図書は、愛媛県庁及び東予地方局建設部に備え置いて縦覧に供する。

平成２２年１月１２日

愛媛県東予地方局長 佐 伯 隆 志

１ 河川の名称、河川管理施設の名称又は種類、河川管理施設の位置並びに管理を行う者の氏名及び住所

２ 管理の内容

� 道路専用施設［路面（路盤までの部分を含む。）、路肩、道路の附属物その他の専ら道路の管理上必要な施設又は工作物で、図面に着

色したものをいう。以下同じ。］の新設（道路の附属物に係るものに限る。）、改築、維持又は修繕

� 路肩に接する法面で、当該路肩から法長１ｍまでの範囲内にあるもので図面に着色した区域内のものについての維持

� 原則として道路専用施設に係る災害復旧

３ 管理の期間

平成２１年１２月１８日から道路の存続する日まで

�愛媛県告示第３２号
河川法（昭和３９年法律第１６７号）第１７条第１項の規定により、堤防と道路との兼用工作物の管理の方法について、次のとおり協議が成立

した。

その関係図書は、愛媛県庁及び東予地方局建設部に備え置いて縦覧に供する。

平成２２年１月１２日

愛媛県東予地方局長 佐 伯 隆 志

１ 河川の名称、河川管理施設の名称又は種類、河川管理施設の位置並びに管理を行う者の氏名及び住所

河 川 の 名 称 河川管理施設の
名称又は種類 河 川 管 理 施 設 の 位 置 管理を行う者の氏名及び住所

二級河川
尻無川水系
尻無川

尻無川
右岸堤防 新居浜市篠場町５０８番地先～同市篠場町５０８番地先

道路管理者 新居浜市
新居浜市一宮町一丁目５番１
号

河 川 の 名 称 河川管理施設の
名称又は種類 河 川 管 理 施 設 の 位 置 管理を行う者の氏名及び住所

二級河川
尻無川水系
尻無川

尻無川
右岸堤防

新居浜市篠場町４９７番地先～同市篠場町４９６番２地先
新居浜市篠場町５３３番９地先～同市篠場町５３３番９地先

道路管理者 新居浜市
新居浜市一宮町一丁目５番１
号

河 川 の 名 称 河川管理施設の
名称又は種類 河 川 管 理 施 設 の 位 置 管理を行う者の氏名及び住所

二級河川
尻無川水系
尻無川

尻無川
左岸堤防 新居浜市御蔵町５５９番１３地先～同市御蔵町５５９番１２地先

道路管理者 新居浜市
新居浜市一宮町一丁目５番１
号
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２ 管理の内容

� 道路専用施設［路面（路盤までの部分を含む。）、路肩、道路の附属物その他の専ら道路の管理上必要な施設又は工作物で、図面に着

色したものをいう。以下同じ。］の新設（道路の附属物に係るものに限る。）、改築、維持又は修繕

� 路肩に接する法面で、当該路肩から法長１ｍまでの範囲内にあるもので図面に着色した区域内のものについての維持

� 原則として道路専用施設に係る災害復旧

３ 管理の期間

平成２１年１２月１８日から道路の存続する日まで

�愛媛県告示第３３号
河川法（昭和３９年法律第１６７号）第１７条第１項の規定により、堤防と道路との兼用工作物の管理の方法について、次のとおり協議が成立

した。

その関係図書は、愛媛県庁及び東予地方局建設部に備え置いて縦覧に供する。

平成２２年１月１２日

愛媛県東予地方局長 佐 伯 隆 志

１ 河川の名称、河川管理施設の名称又は種類、河川管理施設の位置並びに管理を行う者の氏名及び住所

２ 管理の内容

� 道路専用施設［路面（路盤までの部分を含む。）、路肩、道路の附属物その他の専ら道路の管理上必要な施設又は工作物で、図面に着

色したものをいう。以下同じ。］の新設（道路の附属物に係るものに限る。）、改築、維持又は修繕

� 路肩に接する法面で、当該路肩から法長１ｍまでの範囲内にあるもので図面に着色した区域内のものについての維持

� 原則として道路専用施設に係る災害復旧

３ 管理の期間

平成２１年１２月１８日から道路の存続する日まで

�愛媛県告示第３４号
河川法（昭和３９年法律第１６７号）第１７条第１項の規定により、堤防と道路との兼用工作物の管理の方法について、次のとおり協議が成立

した。

その関係図書は、愛媛県庁及び東予地方局建設部に備え置いて縦覧に供する。

平成２２年１月１２日

愛媛県東予地方局長 佐 伯 隆 志

１ 河川の名称、河川管理施設の名称又は種類、河川管理施設の位置並びに管理を行う者の氏名及び住所

２ 管理の内容

� 道路専用施設［路面（路盤までの部分を含む。）、路肩、道路の附属物その他の専ら道路の管理上必要な施設又は工作物で、図面に着

色したものをいう。以下同じ。］の新設（道路の附属物に係るものに限る。）、改築、維持又は修繕

� 路肩に接する法面で、当該路肩から法長１ｍまでの範囲内にあるもので図面に着色した区域内のものについての維持

� 原則として道路専用施設に係る災害復旧

３ 管理の期間

平成２１年１２月１８日から道路の存続する日まで

河 川 の 名 称 河川管理施設の
名称又は種類 河 川 管 理 施 設 の 位 置 管理を行う者の氏名及び住所

二級河川
尻無川水系
深谷川

深谷川
右岸堤防 新居浜市西連寺町一丁目９５９番３８地先～同市西連寺町一丁目９５９番４２地先

道路管理者 新居浜市
新居浜市一宮町一丁目５番１
号

河 川 の 名 称 河川管理施設の
名称又は種類 河 川 管 理 施 設 の 位 置 管理を行う者の氏名及び住所

二級河川
尻無川水系
深谷川

深谷川
左岸堤防 新居浜市篠場町５０６番５地先～同市篠場町１１２１番２地先

道路管理者 新居浜市
新居浜市一宮町一丁目５番１
号
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�愛媛県訓令第１号
庁 中 一 般

各 地 方 機 関

愛媛県地方局事務決裁規程及び愛媛県地方局処務規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成２２年１月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県地方局事務決裁規程及び愛媛県地方局処務規程の一部を改正する訓令

（愛媛県地方局事務決裁規程の一部改正）

第１条 愛媛県地方局事務決裁規程（昭和５５年愛媛県訓令第１０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県地方局処務規程の一部改正）

第２条 愛媛県地方局処務規程（昭和５６年愛媛県訓令第４０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

訓 令

改 正 後 改 正 前

別表第４（第４条関係）

局長の権限に属する産業経済部関係事務に係る特定決裁事項

別表第４（第４条関係）

局長の権限に属する産業経済部関係事務に係る特定決裁事項

組
織
名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

組
織
名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

局
長

専決者
局
長

専決者

部
長

課
長

部
長

課
長

産

業

振

興

課

１～４ 省

略

産

業

振

興

課

１～４ 省

略

５ 農業金

融に関す

る事務

１ 農業近代化資金に関すること。 ５ 農業金

融に関す

る事務

１ 農業近代化資金に関すること。

� 農業近代化資金融通法第２条

第１項各号に掲げる者の同条第

２項第１号及び第５号に掲げる

融資機関からの借入れに対する

利子補給の承認

○ � 農業近代化資金融通法第２条

第１項 に掲げる者の同条第

２項第１号 に掲げる

融資機関からの借入 に対する

利子補給の承認

○

� 省略 � 省略

２～６ 省略 ２～６ 省略

６～２０ 省

略

６～２０ 省

略

備考 省略 備考 省略

改 正 後 改 正 前

（地方局長の専決事項）

第１４条 省略

２～４ 省略

５ 地方局長の専決処理すべき事項のうち、産業経済部に関する事項は、次

に掲げるとおりとする。

� 省略

� 農業近代化資金融通法第２条第１項各号に掲げる者の同条第２項第１

号及び第５号に掲げる融資機関からの借入れに対する農業近代化資金の

利子補給の承認に関すること。

�～�の２ 省略

�の３ 次に掲げる補助金等に係る愛媛県補助金等交付規則第５条から第

（地方局長の専決事項）

第１４条 省略

２～４ 省略

５ 地方局長の専決処理すべき事項のうち、産業経済部に関する事項は、次

に掲げるとおりとする。

� 省略

� 農業近代化資金融通法第２条第１項 に掲げる者の同条第２項第１

号 に掲げる融資機関からの借入れに対する農業近代化資金の

利子補給の承認に関すること。

�～�の２ 省略

�の３ 次に掲げる補助金等に係る愛媛県補助金等交付規則第５条から第
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附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

７条（同規則第９条第３項及び第１７条第４項において準用する場合を含

む。）まで、第８条第１項、第９条第１項、第１１条、第１２条第１項及び

第２項、第１３条（同規則第１５条第２項において準用する場合を含む。）、

第１４条、第１５条第１項、第１６条、第１７条第１項及び第２項、第１８条、第

２１条並びに第２４条の規定に基づく知事の権限に属する事務に関すること。

ア～オ 省略

カ 農業近代化資金融通法第２条第２項第１号及び第５号に掲げる融資

機関に対する農業近代化資金の利子補給金

キ～コ 省略

�～� 省略

６～９ 省略

７条（同規則第９条第３項及び第１７条第４項において準用する場合を含

む。）まで、第８条第１項、第９条第１項、第１１条、第１２条第１項及び

第２項、第１３条（同規則第１５条第２項において準用する場合を含む。）、

第１４条、第１５条第１項、第１６条、第１７条第１項及び第２項、第１８条、第

２１条並びに第２４条の規定に基づく知事の権限に属する事務に関すること。

ア～オ 省略

カ 農業近代化資金融通法第２条第２項第１号 に掲げる融資

機関に対する農業近代化資金の利子補給金

キ～コ 省略

�～� 省略

６～９ 省略
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